
 

船橋市環境審議会市民委員公募要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、環境の保全に関する基本的事項を調査審議する等のため、船橋市環境基本

条例第２７条の規定により設置する船橋市環境審議会（以下、「審議会」という。）の市民

委員の公募方法など必要事項を定めるものとする。 

 

２ 応募資格 

（１）平日の昼間に開催する船橋市環境審議会（年３回から８回程度）に出席できる船橋

市の環境の保全に関心があり意欲を持って取り組める方 

（２）本市に在住する方で応募日に１８歳以上の方 

（３）応募の際、本市の他の附属機関等において委員になっていない方 

（４）市職員及び市職員退職者でない方 

 

３ 募集人員  

３名以内 

 

４ 委員の任期 

 委嘱の日（令和７年１０月を予定）から２年間 

 

５ 募集期間  

令和７年６月１日から令和７年６月３０日 

 

６ 募集方法  

広報ふなばし、市ホームページに掲載 

 

７ 提出書類 

（１）船橋市環境審議会市民委員応募用紙（様式１） 

（２）「船橋市の環境について、市民の目線から思うこと」をテーマとした小論文 

（日本語で 800字程度・任意様式） 

 

８ 提出方法  

船橋市役所本庁舎４階 環境政策課窓口まで持参 

（受付は土曜日・日曜日・祝休日を除く平日の９時から１７時とする。） 

 

  



 

９ 選考方法 

 別に定める船橋市環境審議会市民委員選考要領による。 

 

１０ その他  

応募用紙、小論文等は返却しない。 

 

１１ 応募に関する取扱い窓口 

 船橋市環境部環境政策課 総務企画係 電話 ０４７（４３６）２４５０ 

 

附則  

（施行日） 

この要領は、令和７年４月１４日から施行する。 

（失効日） 

  この要領は、市民委員の決定をもって、その効力を失う。 

 


